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国内の雇用障害者数と実雇用率の推移（障害者の数：千人）

策
の
主
た
る
対
象
と
な
る
18
〜
64
歳
の
障

害
者
（
精
神
障
害
者
は
25
歳
〜
64
歳
）（
在

宅
者
）
は
、
約
3
5
2
万
人
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
民
間
企
業
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
障
害
者
は
約
49
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、

障
害
者
の
実
雇
用
率
は
1
．97
％
、
法
定

雇
用
率
を
達
成
し
た
企
業
の
割
合
は
50
．0

％
を
超
え
、
前
年
の
報
告
よ
り
増
加
し
て

い
ま
す
。

障
害
者
の
雇
用
対
策
は
、
障
害
者
雇
用

促
進
法
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
）
や
同
法
に
基
づ
く
障
害
者
雇

用
対
策
基
本
方
針
等
を
軸
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、「
障
害
者
の

雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等
の

た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
措
置
等
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
職
業

の
安
定
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お

■
障
害
者
の
働
く
現
状

平
成
30
年
版
障
害
者
白
書
に
よ
る
と
、

日
本
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障
害
者
）
総
数
は
約

9
3
7
万
人
で
、
そ
の
う
ち
就
労
支
援
施

り
、
事
業
主
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
雇

用
義
務
制
度
」「
雇
用
納
付
金
制
度
」、
障

害
者
本
人
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
職
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
」
を
柱
と

し
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
対
策
の
変
遷

昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
26
日
、

「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
公
布
、
翌
年

4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
同
法
第
2

条
の
障
害
者
の
更
生
目
的
「
す
べ
て
身
体

障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克

服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活
動
に
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
実
現
の
た
め
、
様
々

な
措
置
対
応
策
が
設
定
さ
れ
、そ
の
中
に
、

職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
関
連
の
措
置
が

な
さ
れ
ま
し
た
（
制
定
時
は
、
現
在
の
第

2
項
（
機
会
の
確
保
）
の
定
め
な
し
）。

昭
和
35（
１
９
６
０
）年
7
月
に
は「
身

体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
が
公
布
、
努
力

義
務
な
が
ら
、
民
間
企
業
に
も
雇
用
率
の

設
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
の
雇
用
施
策
が

明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の

民
間
企
業
の
障
害
者
雇
用
率
は
努
力
義
務

と
し
て
事
務
的
事
業
所
1
.
3
％
、
現
場

的
事
業
所
1
．1
％
で
し
た
。

こ
の
障
害
者
雇
用
率
は
、「
企
業
の
社

会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者

（
現
在
は
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

も
対
象
）
に
一
般
労
働
者
と
同
じ
水
準
の

雇
用
の
場
を
、
各
事
業
者
の
平
等
な
負
担

の
も
と
に
確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
41（
１
９
６
６
）年
に「
雇
用
政
策

法
」
が
成
立
し
、
翌
年
4
月
か
ら
の
5
年

計
画
「
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策
定
さ

れ
ま
す
。労
働
省（
当
時
）に
よ
る
雇
用
促

進
対
策
と
し
て
昭
和
42（
１
９
６
７
）
年

か
ら「
職
業
適
応
訓
練
制
度
」が
、昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
か
ら
「
心
身
障
害
者
雇

用
奨
励
金
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
に
は
、「
心
身

障
害
者
対
策
基
本
法
」が
成
立
し
ま
す
が
、

精
神
障
害
者
は
対
象
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
は
、
障
害
者
福
祉
と
労

働
施
策
の
統
一
的
進
展
の
機
運
の
高
ま
り

が
み
ら
れ
ま
す
。
一
般
就
労
対
策
の
う
ち

の
一
つ
と
し
て
障
害
者
の
雇
用
も
徐
々
に

進
む
中
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
1
月

に
「
第
二
次
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
年
秋
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が

訪
れ
、
日
本
経
済
は
大
き
な
打
撃
を
受
け

ま
す
。
真
っ
先
に
障
害
者
が
職
を
失
い
、

そ
の
雇
用
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、

企
業
側
の
障
害
者
雇
用
を
援
助
す
る
た
め

の
助
成
措
置
な
ど
を
整
備
す
る
必
要
性
が

出
て
き
ま
し
た
。

完
全
か
つ
平
等

な
享
有
を
促
進

し
、
保
護
し
、

確
保
す
る
こ
と

並
び
に
障
害
者

の
固
有
の
尊
厳

の
尊
重
を
す
る

こ
と
」
を
目
的

と
し
て
、
障
害
者
の
権
利
を
実
現
す
る
た

め
の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
、

障
害
者
に
関
す
る
初
の
国
際
条
約
で
す
。

条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
平
等
、
社

会
へ
の
包
容
等
。
平
成
18
年
に
国
連
総
会

そ
こ
で
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
昭

和
51
（
１
９
７
６
）
年
に
改
正
さ
れ
、
す

べ
て
の
企
業
に
法
定
雇
用
率
を
適
用
。
法

定
雇
用
率
の
未
達
成
企
業
か
ら
納
付
金
を

徴
収
し
、
達
成
企
業
な
ど
に
調
整
金
・
報

奨
金
や
各
種
助
成
金
を
支
給
す
る
、
障
害

者
雇
用
納
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
、
身
体
障

害
者
雇
用
促
進
法
の
名
称
を
「
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
改
正
。

法
律
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
、
身
体
障
害

者
か
ら
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
を

含
む
す
べ
て
の
障
害
者
に
拡
大
し
、
あ
わ

せ
て
※
特
例
子
会
社
制
度
が
法
定
化
、
翌

年
に
は
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
平
成
28
年
に
は
、
事
業
主
に
、

障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
・
合
理
的

配
慮
を
義
務
化
、
平
成
30
年
に
は
、
精
神

障
害
者
に
つ
い
て
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
法
定
雇
用
率
は
2
．2

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
33
年
4
月
ま

で
に
、
さ
ら
に
0
．
1
％
引
き
上
げ
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
権
利
条
約

障
害
者
権
利
条
約
（
障
害
者
の
権
利
に

関
す
る
条
約
）
は
、「
全
て
の
障
害
者
に

よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の

で
採
択
さ
れ
、
平
成
20
年
に
発

効
し
ま
し
た
。

日
本
は
、
平
成
19
年
に
条
約

に
署
名
し
、
そ
の
後
、
条
約
批

准
に
向
け
て
様
々
な
国
内
法
整

備
が
行
わ
れ
、
平
成
26
年
に
条

約
を
締
結
し
ま
し
た
。

法
が
整
備
さ
れ
る
中
、
平
成

25
年
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
「
雇
用
率
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

き
た
施
策
に
加
え
、「
雇
用
の
分
野
に
お

け
る
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び

障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
あ
た
っ
て
の
支

障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
合
理
的
配

慮
の
提
供
義
務
）」
を
定
め
る
こ
と
を
趣

旨
と
し
た
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
の
提
供

義
務
は
、
事
業
所
の
規
模
・
業
種
に
関
わ

ら
ず
、す
べ
て
の
事
業
主
が
対
象
で
あ
り
、

ま
た
対
象
と
な
る
障
害
者
も
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
方
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
よ
り
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
に

よ
る
「
量
」
の
達
成
だ
け
で
は
な
く
、
差

別
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
よ

る
「
質
」
の
向
上
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の

雇
用
の
機
会
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
と

あ
る
山
田
怜
也
さ
ん
（
20
歳
）
を
平
成
29

年
か
ら
雇
用
し
て
い
ま
す
。「
養
護
学
校

か
ら
実
習
に
来
た
当
初
は
と
て
も
緊
張
し

て
い
ま
し
た
が
、
何
度
も
来
る
う
ち
に
、

う
ち
の
仕
事
が
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ

て
。
作
業
も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き
て
、
こ

れ
な
ら
パ
ー
ト
社
員
と
し
て
雇
っ
て
み
よ

う
と
な
り
ま
し
た
」（
柏
原
会
長
）

山
田
さ
ん
は
、
月
曜
〜
土
曜
の
9
時
〜

17
時
ま
で
（
土
曜
の
み
16
時
半
ま
で
）
勤

務
し
、担
当
し
て
い
る
の
は
、飲
料
の
自
動

販
売
機
の
ご
み
箱
か
ら
回
収
さ
れ
た
缶
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
仕
分
け
や
、使
用
済
み
の

コ
ー
ド
リ
ー
ル
か
ら
シ
ー
ル
を
剥
が
す
作

業
。「
仕
事
が
終
わ
っ
た
時
、
ヤ
ッ
タ
ー
！

と
い
ち
ば
ん
嬉
し
い
」
と
笑
顔
で
話
し
ま

す
。
回
収
し
た
ご
み
に
は
、
缶
や
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ほ
か
に
紙
ご
み
や
吸
い
殻
が
混

じ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
山
田
さ
ん
は

家
族
に
「
そ
ん
な
マ
ナ
ー
違
反
を
し
な
い

よ
う
に
！
」と
厳
し
く
言
っ
て
い
る
そ
う
。

平
成
18
年
か
ら
障
害
者
を
雇
用

株
式
会
社
山
口
商
店（
長
崎
市
）

株
式
会
社
山
口
商
店
は
、昭
和

26（
1
9
5
1
）年
創
業
、
平
成
5

年
か
ら
長
崎
市
の
神
ノ
島
工
業
団
地
で
銅

線
の
ナ
ゲ
ッ
ト
加
工
を
営
む
会
社
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
中
の
再
生
資
源
部
門

で
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
ま
す
。

「
先
代
社
長
で
あ
る
母
が
『
私
た
ち
は

た
ま
た
ま
健
常
者
な
だ
け
。
障
害
者
は
特

別
な
存
在
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
お
互
い

様
で
支
え
合
お
う
』
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
を
引
き
継
い
で

い
ま
す
」
と
同
社
の
柏
原
陽
子
会
長
。

初
め
て
雇
用
し
た
の
は
、
脳
梗
塞
の
後

遺
症
で
右
半
身
に
麻
痺
が
あ
る
方
で
、
作

業
の
ス
ピ
ー
ド
は
劣
る
も
の
の
、
仕
事
へ

の
姿
勢
が
と
て
も
ま
じ
め
な
こ
と
か
ら
、

12
年
勤
め
あ
げ
て
昨
年
70
歳
で
退
職
を
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
前
か
ら
働
く
職
員
か
ら

〝
作
業
効
率
が
下
が
る
〞
と
い
う
声
が
出

た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
方
が

作
業
し
や
す
い
よ
う
に
手
順
を
整
理
す
る

こ
と
で
、
他
の
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が

っ
た
面
も
あ

っ
た
と
い
い

ま
す
。

現
在
は
、

知
的
障
害
の

具
体
的
に
伝
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い

と
い
う
障
害
の
特
性
で
山
田
さ
ん
に
は〝
ど

こ
に
い
る
人
ま
で
挨
拶
を
し
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
〞
こ
と
か
ら
、
職
員
か
ら

苦
情
が
出
た
こ
と
も
。「
彼
に
は
『
自
分
の

持
ち
場
に
行
く
ま
で
に
会
っ
た
人
に
は
挨

拶
し
よ
う
』
と
伝
え
、他
の
職
員
に
は
『
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
を
ち
ょ
う
だ

い
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
教
え
て
い
く
か

ら
』
と
伝
え
て
い
ま
す
」
と
柏
原
会
長
。

雇
用
か
ら
2
年
経
過
し
、
山
田
さ
ん
の

気
持
ち
の
ゆ
る
み
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
大
人
と
子
ど
も
の
は
ざ
ま

か
も
。
彼
の
母
親
も
檄
を
飛
ば
し
て
く
れ

る
の
で
、
家
庭
と
一
体
に
な
っ
て
彼
を
育

て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
柏
原
会
長
）

再
生
資
源
部
門
は
、
も
と
も
と
、
定
年

退
職
し
た
同
社
職
員
を
パ
ー
ト
社
員
と
し

て
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
た
と

の
こ
と
で
、
現
在
の
最
高
齢
は
な
ん
と
80

歳
。
山
田
さ
ん
以
外
は
週
4
日
勤
務
で
、

働
い
て
賃
金
を
得
な
が
ら
も
他
の
3
日
で

仕
事
以
外
の
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら

「
第
2
の
仕
事
を
得
る
こ
と
で
、
花
が
ピ

ン
と
立
つ
よ
う
な
気
持
ち
」と
話
す
方
も
。

「
若
い
の
は
山
田
さ
ん
だ
け
な
の
で
寂

し
さ
を
感
じ
て
い
る
み
た
い
で
す
。も
っ
と

職
場
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
、
山
田
さ

ん
の
後
輩
を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
」

と
柏
原
会
長
は
こ
れ
か
ら
を
語
り
ま
し
た
。

者
数
の
み
平
成
28
年
3
月
31
日
現
在
）。

長
崎
労
働
局
の
報
告
に
よ
る
と
、
平
成

29
年
6
月
1
日
現
在
、
県
内
の
法
定
雇
用

率
2
．0
％
の
民
間
企
業
は
9
4
4
社
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害

者
は
2
9
6
2
．5
人
で
、
そ
の
実
雇
用

率
は
2
．26
％
と
昭
和
52
（
１
９
７
７
）

年
の
集
計
開
始
以
来
過
去
最
高
。
全
国
9

位
で
前
年
よ
り
順
位
が
一
つ
上
が
り
ま
し

た
。
法
定
雇
用
率
の
達
成
企
業
割
合
は
、

法
令
雇
用
率
が
2
．0
％
と
な
っ
た
平
成

25
年
以
降
（
30
年
4
月
か
ら
は
2
．2
％
）

で
最
高
と
な
る
60
．1
％
で
し
た
が
、
約

4
割
は
未
達
成
、
そ
の
う
ち
68
．2
％
が

一
人
も
雇
用
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、

企
業
間
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

産
業
別
の
実
雇
用
率
は
、
医
療
・
福
祉

が
最
も
高
い
2
．59
％
で
、
1
0
5
8
人

の
障
害
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に

は
製
造
業
（
2
．52
％
）、
運
輸
業
・
郵
便

業
（
2
．49
％
）、サ
ー
ビ
ス
業
（
2
．34
％
）

が
民
間
企
業
全
体
の
実
雇
用
率
2
．26
％

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
支
援

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
へ
の
支
援

を
行
う
中
心
的
な
機
関
と
し
て
、
下
表
の

3
つ
の
機
関
が
あ
り
ま
す
。

な
り
ま
し
た
。

平
成
27
年
に
は
、
改
正
障
害
者
雇
用
促

進
法
に
基
づ
く「
障
害
者
差
別
禁
止
指
針
」

と「
合
理
的
配
慮
指
針
」を
策
定
、そ
の
後
、

Q
&
A
や
事
例
集
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
主
が
自
ら
と
る
べ
き
行
動
等
が

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

■
長
崎
県
内
の
状
況

平
成
29
年
3
月
31
日
現
在
の
県
内
の
障

害
者
総
数
は
、
約
10
万
人
、
そ
の
う
ち
18

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
身
体
障
害
者
・
知
的

障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
の
総
数
を
合
計

す
る
と
約
3
．9
万
人
で
す
（
精
神
障
害

ま
た
、
年
々
増
加
し
て
い
る
精
神
障
害

者
や
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
て
、
こ

れ
ら
の
方
々
が
安
定
し
て
働
き
続
け
る
た

め
に
は
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
そ
の
人

の
障
害
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
と
も
に

働
く
中
で
配
慮
を
行
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、労
働
局
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
一
般
の
従
業
員
を

対
象
に
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
に
関
し

て
正
し
く
理
解
し
職
場
に
お
け
る
応
援
者

「
精
神・発
達
障
害
者
し
ご
と
サ
ポ
ー
タ
ー
」

に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
長
崎
県
社
協
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
、
佐
世
保
市
社
協
福
祉
人
材
バ
ン
ク

で
は
、
求
職
者
の
障
害
の
あ
る
な
し
に
関

わ
ら
ず
、
福
祉
・
介
護
の
職
場
へ
の
就
職

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

希
望
者
や
、
自
分
だ
け
で
応
募
の
準
備

等
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
に
は
、
キ
ャ

リ
ア
支
援
専
門
員
が
電
話
や
メ
ー
ル
、
窓

口
で
個
別
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、福
祉
施
設
・

事
業
所
の
見
学
の
日
程
調
整
や
、履
歴
書
・

職
務
経
歴
書
添
削
、
面
接
対
策
と
し
て
の

模
擬
面
接
の
実
施
等
、
き
め
細
か
な
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
の
就
労
支
援
の
充
実
の
た
め
に

は
、
人
材
セ
ン
タ
ー
・
バ
ン
ク
と
関
係
機

関
と
の
連
携
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
さ

ら
に
密
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
の
雇
用

障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
か
ら
5
年
。
批
准
に
向
け
た
国
内
法

整
備
に
よ
り
、障
害
者
の
雇
用
対
策
は
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。

そ
の
変
遷
を
ふ
り
か
え
り
、
現
在
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
。

昭
和
期
の
み
、
西
暦
を
併
記
し
て
い
ま
す
。
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策
の
主
た
る
対
象
と
な
る
18
〜
64
歳
の
障

害
者
（
精
神
障
害
者
は
25
歳
〜
64
歳
）（
在

宅
者
）
は
、
約
3
5
2
万
人
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
民
間
企
業
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
障
害
者
は
約
49
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、

障
害
者
の
実
雇
用
率
は
1
．97
％
、
法
定

雇
用
率
を
達
成
し
た
企
業
の
割
合
は
50
．0

％
を
超
え
、
前
年
の
報
告
よ
り
増
加
し
て

い
ま
す
。

障
害
者
の
雇
用
対
策
は
、
障
害
者
雇
用

促
進
法
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
）
や
同
法
に
基
づ
く
障
害
者
雇

用
対
策
基
本
方
針
等
を
軸
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、「
障
害
者
の

雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等
の

た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
措
置
等
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
職
業

の
安
定
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お

■
障
害
者
の
働
く
現
状

平
成
30
年
版
障
害
者
白
書
に
よ
る
と
、

日
本
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障
害
者
）
総
数
は
約

9
3
7
万
人
で
、
そ
の
う
ち
就
労
支
援
施

り
、
事
業
主
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
雇

用
義
務
制
度
」「
雇
用
納
付
金
制
度
」、
障

害
者
本
人
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
職
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
」
を
柱
と

し
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
対
策
の
変
遷

昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
26
日
、

「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
公
布
、
翌
年

4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
同
法
第
2

条
の
障
害
者
の
更
生
目
的
「
す
べ
て
身
体

障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克

服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活
動
に
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
実
現
の
た
め
、
様
々

な
措
置
対
応
策
が
設
定
さ
れ
、そ
の
中
に
、

職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
関
連
の
措
置
が

な
さ
れ
ま
し
た
（
制
定
時
は
、
現
在
の
第

2
項
（
機
会
の
確
保
）
の
定
め
な
し
）。

昭
和
35（
１
９
６
０
）年
7
月
に
は「
身

体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
が
公
布
、
努
力

義
務
な
が
ら
、
民
間
企
業
に
も
雇
用
率
の

設
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
の
雇
用
施
策
が

明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の

民
間
企
業
の
障
害
者
雇
用
率
は
努
力
義
務

と
し
て
事
務
的
事
業
所
1
.
3
％
、
現
場

的
事
業
所
1
．1
％
で
し
た
。

こ
の
障
害
者
雇
用
率
は
、「
企
業
の
社

会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者

（
現
在
は
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

も
対
象
）
に
一
般
労
働
者
と
同
じ
水
準
の

雇
用
の
場
を
、
各
事
業
者
の
平
等
な
負
担

の
も
と
に
確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
41（
１
９
６
６
）年
に「
雇
用
政
策

法
」
が
成
立
し
、
翌
年
4
月
か
ら
の
5
年

計
画
「
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策
定
さ

れ
ま
す
。労
働
省（
当
時
）に
よ
る
雇
用
促

進
対
策
と
し
て
昭
和
42（
１
９
６
７
）
年

か
ら「
職
業
適
応
訓
練
制
度
」が
、昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
か
ら
「
心
身
障
害
者
雇

用
奨
励
金
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
に
は
、「
心
身

障
害
者
対
策
基
本
法
」が
成
立
し
ま
す
が
、

精
神
障
害
者
は
対
象
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
は
、
障
害
者
福
祉
と
労

働
施
策
の
統
一
的
進
展
の
機
運
の
高
ま
り

が
み
ら
れ
ま
す
。
一
般
就
労
対
策
の
う
ち

の
一
つ
と
し
て
障
害
者
の
雇
用
も
徐
々
に

進
む
中
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
1
月

に
「
第
二
次
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
年
秋
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が

訪
れ
、
日
本
経
済
は
大
き
な
打
撃
を
受
け

ま
す
。
真
っ
先
に
障
害
者
が
職
を
失
い
、

そ
の
雇
用
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、

企
業
側
の
障
害
者
雇
用
を
援
助
す
る
た
め

の
助
成
措
置
な
ど
を
整
備
す
る
必
要
性
が

出
て
き
ま
し
た
。

完
全
か
つ
平
等

な
享
有
を
促
進

し
、
保
護
し
、

確
保
す
る
こ
と

並
び
に
障
害
者

の
固
有
の
尊
厳

の
尊
重
を
す
る

こ
と
」
を
目
的

と
し
て
、
障
害
者
の
権
利
を
実
現
す
る
た

め
の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
、

障
害
者
に
関
す
る
初
の
国
際
条
約
で
す
。

条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
平
等
、
社

会
へ
の
包
容
等
。
平
成
18
年
に
国
連
総
会

そ
こ
で
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
昭

和
51
（
１
９
７
６
）
年
に
改
正
さ
れ
、
す

べ
て
の
企
業
に
法
定
雇
用
率
を
適
用
。
法

定
雇
用
率
の
未
達
成
企
業
か
ら
納
付
金
を

徴
収
し
、
達
成
企
業
な
ど
に
調
整
金
・
報

奨
金
や
各
種
助
成
金
を
支
給
す
る
、
障
害

者
雇
用
納
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
、
身
体
障

害
者
雇
用
促
進
法
の
名
称
を
「
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
改
正
。

法
律
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
、
身
体
障
害

者
か
ら
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
を

含
む
す
べ
て
の
障
害
者
に
拡
大
し
、
あ
わ

せ
て
※
特
例
子
会
社
制
度
が
法
定
化
、
翌

年
に
は
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
平
成
28
年
に
は
、
事
業
主
に
、

障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
・
合
理
的

配
慮
を
義
務
化
、
平
成
30
年
に
は
、
精
神

障
害
者
に
つ
い
て
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
法
定
雇
用
率
は
2
．2

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
33
年
4
月
ま

で
に
、
さ
ら
に
0
．
1
％
引
き
上
げ
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
権
利
条
約

障
害
者
権
利
条
約
（
障
害
者
の
権
利
に

関
す
る
条
約
）
は
、「
全
て
の
障
害
者
に

よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の

で
採
択
さ
れ
、
平
成
20
年
に
発

効
し
ま
し
た
。

日
本
は
、
平
成
19
年
に
条
約

に
署
名
し
、
そ
の
後
、
条
約
批

准
に
向
け
て
様
々
な
国
内
法
整

備
が
行
わ
れ
、
平
成
26
年
に
条

約
を
締
結
し
ま
し
た
。

法
が
整
備
さ
れ
る
中
、
平
成

25
年
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
「
雇
用
率
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

き
た
施
策
に
加
え
、「
雇
用
の
分
野
に
お

け
る
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び

障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
あ
た
っ
て
の
支

障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
合
理
的
配

慮
の
提
供
義
務
）」
を
定
め
る
こ
と
を
趣

旨
と
し
た
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
の
提
供

義
務
は
、
事
業
所
の
規
模
・
業
種
に
関
わ

ら
ず
、す
べ
て
の
事
業
主
が
対
象
で
あ
り
、

ま
た
対
象
と
な
る
障
害
者
も
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
方
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
よ
り
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
に

よ
る
「
量
」
の
達
成
だ
け
で
は
な
く
、
差

別
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
よ

る
「
質
」
の
向
上
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の

雇
用
の
機
会
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
と

あ
る
山
田
怜
也
さ
ん
（
20
歳
）
を
平
成
29

年
か
ら
雇
用
し
て
い
ま
す
。「
養
護
学
校

か
ら
実
習
に
来
た
当
初
は
と
て
も
緊
張
し

て
い
ま
し
た
が
、
何
度
も
来
る
う
ち
に
、

う
ち
の
仕
事
が
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ

て
。
作
業
も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き
て
、
こ

れ
な
ら
パ
ー
ト
社
員
と
し
て
雇
っ
て
み
よ

う
と
な
り
ま
し
た
」（
柏
原
会
長
）

山
田
さ
ん
は
、
月
曜
〜
土
曜
の
9
時
〜

17
時
ま
で
（
土
曜
の
み
16
時
半
ま
で
）
勤

務
し
、担
当
し
て
い
る
の
は
、飲
料
の
自
動

販
売
機
の
ご
み
箱
か
ら
回
収
さ
れ
た
缶
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
仕
分
け
や
、使
用
済
み
の

コ
ー
ド
リ
ー
ル
か
ら
シ
ー
ル
を
剥
が
す
作

業
。「
仕
事
が
終
わ
っ
た
時
、
ヤ
ッ
タ
ー
！

と
い
ち
ば
ん
嬉
し
い
」
と
笑
顔
で
話
し
ま

す
。
回
収
し
た
ご
み
に
は
、
缶
や
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ほ
か
に
紙
ご
み
や
吸
い
殻
が
混

じ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
山
田
さ
ん
は

家
族
に
「
そ
ん
な
マ
ナ
ー
違
反
を
し
な
い

よ
う
に
！
」と
厳
し
く
言
っ
て
い
る
そ
う
。

平
成
18
年
か
ら
障
害
者
を
雇
用

株
式
会
社
山
口
商
店（
長
崎
市
）

株
式
会
社
山
口
商
店
は
、昭
和

26（
1
9
5
1
）年
創
業
、
平
成
5

年
か
ら
長
崎
市
の
神
ノ
島
工
業
団
地
で
銅

線
の
ナ
ゲ
ッ
ト
加
工
を
営
む
会
社
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
中
の
再
生
資
源
部
門

で
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
ま
す
。

「
先
代
社
長
で
あ
る
母
が
『
私
た
ち
は

た
ま
た
ま
健
常
者
な
だ
け
。
障
害
者
は
特

別
な
存
在
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
お
互
い

様
で
支
え
合
お
う
』
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
を
引
き
継
い
で

い
ま
す
」
と
同
社
の
柏
原
陽
子
会
長
。

初
め
て
雇
用
し
た
の
は
、
脳
梗
塞
の
後

遺
症
で
右
半
身
に
麻
痺
が
あ
る
方
で
、
作

業
の
ス
ピ
ー
ド
は
劣
る
も
の
の
、
仕
事
へ

の
姿
勢
が
と
て
も
ま
じ
め
な
こ
と
か
ら
、

12
年
勤
め
あ
げ
て
昨
年
70
歳
で
退
職
を
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
前
か
ら
働
く
職
員
か
ら

〝
作
業
効
率
が
下
が
る
〞
と
い
う
声
が
出

た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
方
が

作
業
し
や
す
い
よ
う
に
手
順
を
整
理
す
る

こ
と
で
、
他
の
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が

っ
た
面
も
あ

っ
た
と
い
い

ま
す
。

現
在
は
、

知
的
障
害
の

具
体
的
に
伝
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い

と
い
う
障
害
の
特
性
で
山
田
さ
ん
に
は〝
ど

こ
に
い
る
人
ま
で
挨
拶
を
し
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
〞
こ
と
か
ら
、
職
員
か
ら

苦
情
が
出
た
こ
と
も
。「
彼
に
は
『
自
分
の

持
ち
場
に
行
く
ま
で
に
会
っ
た
人
に
は
挨

拶
し
よ
う
』
と
伝
え
、他
の
職
員
に
は
『
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
を
ち
ょ
う
だ

い
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
教
え
て
い
く
か

ら
』
と
伝
え
て
い
ま
す
」
と
柏
原
会
長
。

雇
用
か
ら
2
年
経
過
し
、
山
田
さ
ん
の

気
持
ち
の
ゆ
る
み
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
大
人
と
子
ど
も
の
は
ざ
ま

か
も
。
彼
の
母
親
も
檄
を
飛
ば
し
て
く
れ

る
の
で
、
家
庭
と
一
体
に
な
っ
て
彼
を
育

て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
柏
原
会
長
）

再
生
資
源
部
門
は
、
も
と
も
と
、
定
年

退
職
し
た
同
社
職
員
を
パ
ー
ト
社
員
と
し

て
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
た
と

の
こ
と
で
、
現
在
の
最
高
齢
は
な
ん
と
80

歳
。
山
田
さ
ん
以
外
は
週
4
日
勤
務
で
、

働
い
て
賃
金
を
得
な
が
ら
も
他
の
3
日
で

仕
事
以
外
の
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら

「
第
2
の
仕
事
を
得
る
こ
と
で
、
花
が
ピ

ン
と
立
つ
よ
う
な
気
持
ち
」と
話
す
方
も
。

「
若
い
の
は
山
田
さ
ん
だ
け
な
の
で
寂

し
さ
を
感
じ
て
い
る
み
た
い
で
す
。も
っ
と

職
場
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
、
山
田
さ

ん
の
後
輩
を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
」

と
柏
原
会
長
は
こ
れ
か
ら
を
語
り
ま
し
た
。

者
数
の
み
平
成
28
年
3
月
31
日
現
在
）。

長
崎
労
働
局
の
報
告
に
よ
る
と
、
平
成

29
年
6
月
1
日
現
在
、
県
内
の
法
定
雇
用

率
2
．0
％
の
民
間
企
業
は
9
4
4
社
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害

者
は
2
9
6
2
．5
人
で
、
そ
の
実
雇
用

率
は
2
．26
％
と
昭
和
52
（
１
９
７
７
）

年
の
集
計
開
始
以
来
過
去
最
高
。
全
国
9

位
で
前
年
よ
り
順
位
が
一
つ
上
が
り
ま
し

た
。
法
定
雇
用
率
の
達
成
企
業
割
合
は
、

法
令
雇
用
率
が
2
．0
％
と
な
っ
た
平
成

25
年
以
降
（
30
年
4
月
か
ら
は
2
．2
％
）

で
最
高
と
な
る
60
．1
％
で
し
た
が
、
約

4
割
は
未
達
成
、
そ
の
う
ち
68
．2
％
が

一
人
も
雇
用
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、

企
業
間
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

産
業
別
の
実
雇
用
率
は
、
医
療
・
福
祉

が
最
も
高
い
2
．59
％
で
、
1
0
5
8
人

の
障
害
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に

は
製
造
業
（
2
．52
％
）、
運
輸
業
・
郵
便

業
（
2
．49
％
）、サ
ー
ビ
ス
業
（
2
．34
％
）

が
民
間
企
業
全
体
の
実
雇
用
率
2
．26
％

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
支
援

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
へ
の
支
援

を
行
う
中
心
的
な
機
関
と
し
て
、
下
表
の

3
つ
の
機
関
が
あ
り
ま
す
。

な
り
ま
し
た
。

平
成
27
年
に
は
、
改
正
障
害
者
雇
用
促

進
法
に
基
づ
く「
障
害
者
差
別
禁
止
指
針
」

と「
合
理
的
配
慮
指
針
」を
策
定
、そ
の
後
、

Q
&
A
や
事
例
集
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
主
が
自
ら
と
る
べ
き
行
動
等
が

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

■
長
崎
県
内
の
状
況

平
成
29
年
3
月
31
日
現
在
の
県
内
の
障

害
者
総
数
は
、
約
10
万
人
、
そ
の
う
ち
18

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
身
体
障
害
者
・
知
的

障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
の
総
数
を
合
計

す
る
と
約
3
．9
万
人
で
す
（
精
神
障
害

ま
た
、
年
々
増
加
し
て
い
る
精
神
障
害

者
や
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
て
、
こ

れ
ら
の
方
々
が
安
定
し
て
働
き
続
け
る
た

め
に
は
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
そ
の
人

の
障
害
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
と
も
に

働
く
中
で
配
慮
を
行
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、労
働
局
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
一
般
の
従
業
員
を

対
象
に
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
に
関
し

て
正
し
く
理
解
し
職
場
に
お
け
る
応
援
者

「
精
神・発
達
障
害
者
し
ご
と
サ
ポ
ー
タ
ー
」

に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
長
崎
県
社
協
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
、
佐
世
保
市
社
協
福
祉
人
材
バ
ン
ク

で
は
、
求
職
者
の
障
害
の
あ
る
な
し
に
関

わ
ら
ず
、
福
祉
・
介
護
の
職
場
へ
の
就
職

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

希
望
者
や
、
自
分
だ
け
で
応
募
の
準
備

等
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
に
は
、
キ
ャ

リ
ア
支
援
専
門
員
が
電
話
や
メ
ー
ル
、
窓

口
で
個
別
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、福
祉
施
設
・

事
業
所
の
見
学
の
日
程
調
整
や
、履
歴
書
・

職
務
経
歴
書
添
削
、
面
接
対
策
と
し
て
の

模
擬
面
接
の
実
施
等
、
き
め
細
か
な
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
の
就
労
支
援
の
充
実
の
た
め
に

は
、
人
材
セ
ン
タ
ー
・
バ
ン
ク
と
関
係
機

関
と
の
連
携
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
さ

ら
に
密
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※特例子会社：障害者の雇用に特別の配慮をした子会社（特定子会社）を設立した場合、
一定の要件の下でこの特例子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されている
者とみなして、雇用している障害者の割合を算定できる特例措置が設けられている。

＜日本国憲法＞
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する。
２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準
は、法律でこれを定める。

（以下、略）

＜障害者権利条約＞
第二十七条　労働及び雇用
１　締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働
についての権利を有することを認める。この権利には、
障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者
にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、
障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計
を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次の
ことのための適当な措置（立法によるものを含む。）を
とることにより、労働についての障害者（雇用の過程で
障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現さ
れることを保障し、及び促進する。

（a） あらゆる形態の雇用に係る全ての事項（募集、採用及
び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的
な作業条件を含む。）に関し、障害に基づく差別を禁止
すること。

（b） 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条
件（均等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬
を含む。）、安全かつ健康的な作業条件（嫌がらせからの
保護を含む。）及び苦情に対する救済についての障害者
の権利を保護すること。

（以下、略）

＜障害者基本法＞
（差別の禁止）
第四条　何人も、障害者に対して、障害を理由として、差
別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはな
らない。
２　社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が
現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないとき
は、それを怠ることによって前項の規定に違反すること
とならないよう、その実施について必要かつ合理的な配
慮がされなければならない。

（以下、略）

特　集
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策
の
主
た
る
対
象
と
な
る
18
〜
64
歳
の
障

害
者
（
精
神
障
害
者
は
25
歳
〜
64
歳
）（
在

宅
者
）
は
、
約
3
5
2
万
人
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
民
間
企
業
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
障
害
者
は
約
49
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、

障
害
者
の
実
雇
用
率
は
1
．97
％
、
法
定

雇
用
率
を
達
成
し
た
企
業
の
割
合
は
50
．0

％
を
超
え
、
前
年
の
報
告
よ
り
増
加
し
て

い
ま
す
。

障
害
者
の
雇
用
対
策
は
、
障
害
者
雇
用

促
進
法
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
）
や
同
法
に
基
づ
く
障
害
者
雇

用
対
策
基
本
方
針
等
を
軸
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、「
障
害
者
の

雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等
の

た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
措
置
等
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
職
業

の
安
定
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お

■
障
害
者
の
働
く
現
状

平
成
30
年
版
障
害
者
白
書
に
よ
る
と
、

日
本
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障
害
者
）
総
数
は
約

9
3
7
万
人
で
、
そ
の
う
ち
就
労
支
援
施

り
、
事
業
主
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
雇

用
義
務
制
度
」「
雇
用
納
付
金
制
度
」、
障

害
者
本
人
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
職
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
」
を
柱
と

し
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
対
策
の
変
遷

昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
26
日
、

「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
公
布
、
翌
年

4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
同
法
第
2

条
の
障
害
者
の
更
生
目
的
「
す
べ
て
身
体

障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克

服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活
動
に
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
実
現
の
た
め
、
様
々

な
措
置
対
応
策
が
設
定
さ
れ
、そ
の
中
に
、

職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
関
連
の
措
置
が

な
さ
れ
ま
し
た
（
制
定
時
は
、
現
在
の
第

2
項
（
機
会
の
確
保
）
の
定
め
な
し
）。

昭
和
35（
１
９
６
０
）年
7
月
に
は「
身

体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
が
公
布
、
努
力

義
務
な
が
ら
、
民
間
企
業
に
も
雇
用
率
の

設
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
の
雇
用
施
策
が

明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の

民
間
企
業
の
障
害
者
雇
用
率
は
努
力
義
務

と
し
て
事
務
的
事
業
所
1
.
3
％
、
現
場

的
事
業
所
1
．1
％
で
し
た
。

こ
の
障
害
者
雇
用
率
は
、「
企
業
の
社

会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者

（
現
在
は
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

も
対
象
）
に
一
般
労
働
者
と
同
じ
水
準
の

雇
用
の
場
を
、
各
事
業
者
の
平
等
な
負
担

の
も
と
に
確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
41（
１
９
６
６
）年
に「
雇
用
政
策

法
」
が
成
立
し
、
翌
年
4
月
か
ら
の
5
年

計
画
「
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策
定
さ

れ
ま
す
。労
働
省（
当
時
）に
よ
る
雇
用
促

進
対
策
と
し
て
昭
和
42（
１
９
６
７
）
年

か
ら「
職
業
適
応
訓
練
制
度
」が
、昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
か
ら
「
心
身
障
害
者
雇

用
奨
励
金
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
に
は
、「
心
身

障
害
者
対
策
基
本
法
」が
成
立
し
ま
す
が
、

精
神
障
害
者
は
対
象
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
は
、
障
害
者
福
祉
と
労

働
施
策
の
統
一
的
進
展
の
機
運
の
高
ま
り

が
み
ら
れ
ま
す
。
一
般
就
労
対
策
の
う
ち

の
一
つ
と
し
て
障
害
者
の
雇
用
も
徐
々
に

進
む
中
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
1
月

に
「
第
二
次
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
年
秋
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が

訪
れ
、
日
本
経
済
は
大
き
な
打
撃
を
受
け

ま
す
。
真
っ
先
に
障
害
者
が
職
を
失
い
、

そ
の
雇
用
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、

企
業
側
の
障
害
者
雇
用
を
援
助
す
る
た
め

の
助
成
措
置
な
ど
を
整
備
す
る
必
要
性
が

出
て
き
ま
し
た
。

完
全
か
つ
平
等

な
享
有
を
促
進

し
、
保
護
し
、

確
保
す
る
こ
と

並
び
に
障
害
者

の
固
有
の
尊
厳

の
尊
重
を
す
る

こ
と
」
を
目
的

と
し
て
、
障
害
者
の
権
利
を
実
現
す
る
た

め
の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
、

障
害
者
に
関
す
る
初
の
国
際
条
約
で
す
。

条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
平
等
、
社

会
へ
の
包
容
等
。
平
成
18
年
に
国
連
総
会

そ
こ
で
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
昭

和
51
（
１
９
７
６
）
年
に
改
正
さ
れ
、
す

べ
て
の
企
業
に
法
定
雇
用
率
を
適
用
。
法

定
雇
用
率
の
未
達
成
企
業
か
ら
納
付
金
を

徴
収
し
、
達
成
企
業
な
ど
に
調
整
金
・
報

奨
金
や
各
種
助
成
金
を
支
給
す
る
、
障
害

者
雇
用
納
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
、
身
体
障

害
者
雇
用
促
進
法
の
名
称
を
「
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
改
正
。

法
律
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
、
身
体
障
害

者
か
ら
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
を

含
む
す
べ
て
の
障
害
者
に
拡
大
し
、
あ
わ

せ
て
※
特
例
子
会
社
制
度
が
法
定
化
、
翌

年
に
は
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
平
成
28
年
に
は
、
事
業
主
に
、

障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
・
合
理
的

配
慮
を
義
務
化
、
平
成
30
年
に
は
、
精
神

障
害
者
に
つ
い
て
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
法
定
雇
用
率
は
2
．2

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
33
年
4
月
ま

で
に
、
さ
ら
に
0
．
1
％
引
き
上
げ
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
権
利
条
約

障
害
者
権
利
条
約
（
障
害
者
の
権
利
に

関
す
る
条
約
）
は
、「
全
て
の
障
害
者
に

よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の

で
採
択
さ
れ
、
平
成
20
年
に
発

効
し
ま
し
た
。

日
本
は
、
平
成
19
年
に
条
約

に
署
名
し
、
そ
の
後
、
条
約
批

准
に
向
け
て
様
々
な
国
内
法
整

備
が
行
わ
れ
、
平
成
26
年
に
条

約
を
締
結
し
ま
し
た
。

法
が
整
備
さ
れ
る
中
、
平
成

25
年
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
「
雇
用
率
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

き
た
施
策
に
加
え
、「
雇
用
の
分
野
に
お

け
る
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び

障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
あ
た
っ
て
の
支

障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
合
理
的
配

慮
の
提
供
義
務
）」
を
定
め
る
こ
と
を
趣

旨
と
し
た
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
の
提
供

義
務
は
、
事
業
所
の
規
模
・
業
種
に
関
わ

ら
ず
、す
べ
て
の
事
業
主
が
対
象
で
あ
り
、

ま
た
対
象
と
な
る
障
害
者
も
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
方
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
よ
り
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
に

よ
る
「
量
」
の
達
成
だ
け
で
は
な
く
、
差

別
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
よ

る
「
質
」
の
向
上
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の

雇
用
の
機
会
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
と

あ
る
山
田
怜
也
さ
ん
（
20
歳
）
を
平
成
29

年
か
ら
雇
用
し
て
い
ま
す
。「
養
護
学
校

か
ら
実
習
に
来
た
当
初
は
と
て
も
緊
張
し

て
い
ま
し
た
が
、
何
度
も
来
る
う
ち
に
、

う
ち
の
仕
事
が
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ

て
。
作
業
も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き
て
、
こ

れ
な
ら
パ
ー
ト
社
員
と
し
て
雇
っ
て
み
よ

う
と
な
り
ま
し
た
」（
柏
原
会
長
）

山
田
さ
ん
は
、
月
曜
〜
土
曜
の
9
時
〜

17
時
ま
で
（
土
曜
の
み
16
時
半
ま
で
）
勤

務
し
、担
当
し
て
い
る
の
は
、飲
料
の
自
動

販
売
機
の
ご
み
箱
か
ら
回
収
さ
れ
た
缶
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
仕
分
け
や
、使
用
済
み
の

コ
ー
ド
リ
ー
ル
か
ら
シ
ー
ル
を
剥
が
す
作

業
。「
仕
事
が
終
わ
っ
た
時
、
ヤ
ッ
タ
ー
！

と
い
ち
ば
ん
嬉
し
い
」
と
笑
顔
で
話
し
ま

す
。
回
収
し
た
ご
み
に
は
、
缶
や
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ほ
か
に
紙
ご
み
や
吸
い
殻
が
混

じ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
山
田
さ
ん
は

家
族
に
「
そ
ん
な
マ
ナ
ー
違
反
を
し
な
い

よ
う
に
！
」と
厳
し
く
言
っ
て
い
る
そ
う
。

平
成
18
年
か
ら
障
害
者
を
雇
用

株
式
会
社
山
口
商
店（
長
崎
市
）

株
式
会
社
山
口
商
店
は
、昭
和

26（
1
9
5
1
）年
創
業
、
平
成
5

年
か
ら
長
崎
市
の
神
ノ
島
工
業
団
地
で
銅

線
の
ナ
ゲ
ッ
ト
加
工
を
営
む
会
社
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
中
の
再
生
資
源
部
門

で
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
ま
す
。

「
先
代
社
長
で
あ
る
母
が
『
私
た
ち
は

た
ま
た
ま
健
常
者
な
だ
け
。
障
害
者
は
特

別
な
存
在
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
お
互
い

様
で
支
え
合
お
う
』
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
を
引
き
継
い
で

い
ま
す
」
と
同
社
の
柏
原
陽
子
会
長
。

初
め
て
雇
用
し
た
の
は
、
脳
梗
塞
の
後

遺
症
で
右
半
身
に
麻
痺
が
あ
る
方
で
、
作

業
の
ス
ピ
ー
ド
は
劣
る
も
の
の
、
仕
事
へ

の
姿
勢
が
と
て
も
ま
じ
め
な
こ
と
か
ら
、

12
年
勤
め
あ
げ
て
昨
年
70
歳
で
退
職
を
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
前
か
ら
働
く
職
員
か
ら

〝
作
業
効
率
が
下
が
る
〞
と
い
う
声
が
出

た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
方
が

作
業
し
や
す
い
よ
う
に
手
順
を
整
理
す
る

こ
と
で
、
他
の
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が

っ
た
面
も
あ

っ
た
と
い
い

ま
す
。

現
在
は
、

知
的
障
害
の

具
体
的
に
伝
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い

と
い
う
障
害
の
特
性
で
山
田
さ
ん
に
は〝
ど

こ
に
い
る
人
ま
で
挨
拶
を
し
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
〞
こ
と
か
ら
、
職
員
か
ら

苦
情
が
出
た
こ
と
も
。「
彼
に
は
『
自
分
の

持
ち
場
に
行
く
ま
で
に
会
っ
た
人
に
は
挨

拶
し
よ
う
』
と
伝
え
、他
の
職
員
に
は
『
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
を
ち
ょ
う
だ

い
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
教
え
て
い
く
か

ら
』
と
伝
え
て
い
ま
す
」
と
柏
原
会
長
。

雇
用
か
ら
2
年
経
過
し
、
山
田
さ
ん
の

気
持
ち
の
ゆ
る
み
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
大
人
と
子
ど
も
の
は
ざ
ま

か
も
。
彼
の
母
親
も
檄
を
飛
ば
し
て
く
れ

る
の
で
、
家
庭
と
一
体
に
な
っ
て
彼
を
育

て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
柏
原
会
長
）

再
生
資
源
部
門
は
、
も
と
も
と
、
定
年

退
職
し
た
同
社
職
員
を
パ
ー
ト
社
員
と
し

て
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
た
と

の
こ
と
で
、
現
在
の
最
高
齢
は
な
ん
と
80

歳
。
山
田
さ
ん
以
外
は
週
4
日
勤
務
で
、

働
い
て
賃
金
を
得
な
が
ら
も
他
の
3
日
で

仕
事
以
外
の
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら

「
第
2
の
仕
事
を
得
る
こ
と
で
、
花
が
ピ

ン
と
立
つ
よ
う
な
気
持
ち
」と
話
す
方
も
。

「
若
い
の
は
山
田
さ
ん
だ
け
な
の
で
寂

し
さ
を
感
じ
て
い
る
み
た
い
で
す
。も
っ
と

職
場
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
、
山
田
さ

ん
の
後
輩
を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
」

と
柏
原
会
長
は
こ
れ
か
ら
を
語
り
ま
し
た
。

者
数
の
み
平
成
28
年
3
月
31
日
現
在
）。

長
崎
労
働
局
の
報
告
に
よ
る
と
、
平
成

29
年
6
月
1
日
現
在
、
県
内
の
法
定
雇
用

率
2
．0
％
の
民
間
企
業
は
9
4
4
社
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害

者
は
2
9
6
2
．5
人
で
、
そ
の
実
雇
用

率
は
2
．26
％
と
昭
和
52
（
１
９
７
７
）

年
の
集
計
開
始
以
来
過
去
最
高
。
全
国
9

位
で
前
年
よ
り
順
位
が
一
つ
上
が
り
ま
し

た
。
法
定
雇
用
率
の
達
成
企
業
割
合
は
、

法
令
雇
用
率
が
2
．0
％
と
な
っ
た
平
成

25
年
以
降
（
30
年
4
月
か
ら
は
2
．2
％
）

で
最
高
と
な
る
60
．1
％
で
し
た
が
、
約

4
割
は
未
達
成
、
そ
の
う
ち
68
．2
％
が

一
人
も
雇
用
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、

企
業
間
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

産
業
別
の
実
雇
用
率
は
、
医
療
・
福
祉

が
最
も
高
い
2
．59
％
で
、
1
0
5
8
人

の
障
害
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に

は
製
造
業
（
2
．52
％
）、
運
輸
業
・
郵
便

業
（
2
．49
％
）、サ
ー
ビ
ス
業
（
2
．34
％
）

が
民
間
企
業
全
体
の
実
雇
用
率
2
．26
％

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
支
援

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
へ
の
支
援

を
行
う
中
心
的
な
機
関
と
し
て
、
下
表
の

3
つ
の
機
関
が
あ
り
ま
す
。

な
り
ま
し
た
。

平
成
27
年
に
は
、
改
正
障
害
者
雇
用
促

進
法
に
基
づ
く「
障
害
者
差
別
禁
止
指
針
」

と「
合
理
的
配
慮
指
針
」を
策
定
、そ
の
後
、

Q
&
A
や
事
例
集
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
主
が
自
ら
と
る
べ
き
行
動
等
が

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

■
長
崎
県
内
の
状
況

平
成
29
年
3
月
31
日
現
在
の
県
内
の
障

害
者
総
数
は
、
約
10
万
人
、
そ
の
う
ち
18

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
身
体
障
害
者
・
知
的

障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
の
総
数
を
合
計

す
る
と
約
3
．9
万
人
で
す
（
精
神
障
害

ま
た
、
年
々
増
加
し
て
い
る
精
神
障
害

者
や
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
て
、
こ

れ
ら
の
方
々
が
安
定
し
て
働
き
続
け
る
た

め
に
は
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
そ
の
人

の
障
害
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
と
も
に

働
く
中
で
配
慮
を
行
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、労
働
局
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
一
般
の
従
業
員
を

対
象
に
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
に
関
し

て
正
し
く
理
解
し
職
場
に
お
け
る
応
援
者

「
精
神・発
達
障
害
者
し
ご
と
サ
ポ
ー
タ
ー
」

に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
長
崎
県
社
協
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
、
佐
世
保
市
社
協
福
祉
人
材
バ
ン
ク

で
は
、
求
職
者
の
障
害
の
あ
る
な
し
に
関

わ
ら
ず
、
福
祉
・
介
護
の
職
場
へ
の
就
職

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

希
望
者
や
、
自
分
だ
け
で
応
募
の
準
備

等
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
に
は
、
キ
ャ

リ
ア
支
援
専
門
員
が
電
話
や
メ
ー
ル
、
窓

口
で
個
別
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、福
祉
施
設
・

事
業
所
の
見
学
の
日
程
調
整
や
、履
歴
書
・

職
務
経
歴
書
添
削
、
面
接
対
策
と
し
て
の

模
擬
面
接
の
実
施
等
、
き
め
細
か
な
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
の
就
労
支
援
の
充
実
の
た
め
に

は
、
人
材
セ
ン
タ
ー
・
バ
ン
ク
と
関
係
機

関
と
の
連
携
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
さ

ら
に
密
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ハローワーク
　➢ 全国544か所／県内8か所＋2出張所
・障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人
開拓等
・障害者の雇用管理上の配慮等についての助言、専
門機関の紹介、各種助成金の案内のほか一部申請
受付
　➡ 就職支援ナビゲーター、精神障害者雇用トー

タルサポーター、発達障害者雇用トータルサ
ポーターが配置されています。

地域障害者職業センター
　➢ 全国54か所＋5支所／県内1か所
・障害者職業カウンセラーによる職業評価や職業準
備支援
・就職した障害者が円滑に職場に適用できるよう、
事業所にジョブコーチ（職場適応援助者）を派遣
し、事業主と障害者双方を支援
・障害者の雇入れ計画や職場配置・職務設計、職場
での配慮や業務の指導方法についての助言、従業
員への研修等
・精神障害により休職中の従業員の復職を考える事
業主に対し職場復帰の支援
　➡ 従業員のためのジョブコーチ養成研修も。
障害者就業・生活支援センター
　➢ 全国332か所／県内5か所
・障害者の身近な地域における、就業面と生活面の
一体的な相談・支援
・事業主からの雇用管理についての相談受付、企業
訪問による支援

特　集
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自動車共済ＭＡＰ
（ 任 意 保 険 ）

●非営利の共済制度
●節約型のお得な掛金
●早くて親切な事故処理
●他保険会社等からの切替でも安心

共済制度のメリット

●ノンフリート等級（無事故割引等）、フリート
　優良割引などはそのまま引き継げます。

福祉車輛割引　3％
●消費税非課税措置の対象となる

福祉車両の契約の場合。

1

2

3

4障害者割引　10％
●ご本人（記名被共済者）、配偶者、

同居のご親族のどなたかが障害

者の認定を受けているご家庭の

契約の場合。

福祉施設割引　10％
●社会福祉施設が所有・使用する

自動車の契約の場合。

福祉施設職員割引　5％
●社会福祉施設

　に勤務する役

　員・従業員の

　契約の場合。

長崎県火災共済協同組合 長崎市桜町4－1 商工会館8Ｆ
TEL０９５－８２２－９６９５

柏原陽子会長

山田さんは、陸上競技で東京パラリン
ピック出場を目指し、朝9時の出勤前
に毎日トレーニングしている。
※写真掲載は、ご本人・ご家族の承諾済み

策
の
主
た
る
対
象
と
な
る
18
〜
64
歳
の
障

害
者
（
精
神
障
害
者
は
25
歳
〜
64
歳
）（
在

宅
者
）
は
、
約
3
5
2
万
人
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
民
間
企
業
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
障
害
者
は
約
49
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、

障
害
者
の
実
雇
用
率
は
1
．97
％
、
法
定

雇
用
率
を
達
成
し
た
企
業
の
割
合
は
50
．0

％
を
超
え
、
前
年
の
報
告
よ
り
増
加
し
て

い
ま
す
。

障
害
者
の
雇
用
対
策
は
、
障
害
者
雇
用

促
進
法
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
）
や
同
法
に
基
づ
く
障
害
者
雇

用
対
策
基
本
方
針
等
を
軸
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、「
障
害
者
の

雇
用
義
務
等
に
基
づ
く
雇
用
の
促
進
等
の

た
め
の
措
置
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
措
置
等
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
職
業

の
安
定
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お

■
障
害
者
の
働
く
現
状

平
成
30
年
版
障
害
者
白
書
に
よ
る
と
、

日
本
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障
害
者
）
総
数
は
約

9
3
7
万
人
で
、
そ
の
う
ち
就
労
支
援
施

り
、
事
業
主
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
雇

用
義
務
制
度
」「
雇
用
納
付
金
制
度
」、
障

害
者
本
人
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
「
職
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
」
を
柱
と

し
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
対
策
の
変
遷

昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
26
日
、

「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
公
布
、
翌
年

4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
同
法
第
2

条
の
障
害
者
の
更
生
目
的
「
す
べ
て
身
体

障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克

服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活
動
に
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
実
現
の
た
め
、
様
々

な
措
置
対
応
策
が
設
定
さ
れ
、そ
の
中
に
、

職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
関
連
の
措
置
が

な
さ
れ
ま
し
た
（
制
定
時
は
、
現
在
の
第

2
項
（
機
会
の
確
保
）
の
定
め
な
し
）。

昭
和
35（
１
９
６
０
）年
7
月
に
は「
身

体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
が
公
布
、
努
力

義
務
な
が
ら
、
民
間
企
業
に
も
雇
用
率
の

設
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
の
雇
用
施
策
が

明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の

民
間
企
業
の
障
害
者
雇
用
率
は
努
力
義
務

と
し
て
事
務
的
事
業
所
1
.
3
％
、
現
場

的
事
業
所
1
．1
％
で
し
た
。

こ
の
障
害
者
雇
用
率
は
、「
企
業
の
社

会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者

（
現
在
は
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者

も
対
象
）
に
一
般
労
働
者
と
同
じ
水
準
の

雇
用
の
場
を
、
各
事
業
者
の
平
等
な
負
担

の
も
と
に
確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
41（
１
９
６
６
）年
に「
雇
用
政
策

法
」
が
成
立
し
、
翌
年
4
月
か
ら
の
5
年

計
画
「
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策
定
さ

れ
ま
す
。労
働
省（
当
時
）に
よ
る
雇
用
促

進
対
策
と
し
て
昭
和
42（
１
９
６
７
）
年

か
ら「
職
業
適
応
訓
練
制
度
」が
、昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
か
ら
「
心
身
障
害
者
雇

用
奨
励
金
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
45（
１
９
７
０
）年
に
は
、「
心
身

障
害
者
対
策
基
本
法
」が
成
立
し
ま
す
が
、

精
神
障
害
者
は
対
象
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
は
、
障
害
者
福
祉
と
労

働
施
策
の
統
一
的
進
展
の
機
運
の
高
ま
り

が
み
ら
れ
ま
す
。
一
般
就
労
対
策
の
う
ち

の
一
つ
と
し
て
障
害
者
の
雇
用
も
徐
々
に

進
む
中
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
1
月

に
「
第
二
次
雇
用
施
策
基
本
計
画
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
年
秋
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が

訪
れ
、
日
本
経
済
は
大
き
な
打
撃
を
受
け

ま
す
。
真
っ
先
に
障
害
者
が
職
を
失
い
、

そ
の
雇
用
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、

企
業
側
の
障
害
者
雇
用
を
援
助
す
る
た
め

の
助
成
措
置
な
ど
を
整
備
す
る
必
要
性
が

出
て
き
ま
し
た
。

完
全
か
つ
平
等

な
享
有
を
促
進

し
、
保
護
し
、

確
保
す
る
こ
と

並
び
に
障
害
者

の
固
有
の
尊
厳

の
尊
重
を
す
る

こ
と
」
を
目
的

と
し
て
、
障
害
者
の
権
利
を
実
現
す
る
た

め
の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
、

障
害
者
に
関
す
る
初
の
国
際
条
約
で
す
。

条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
平
等
、
社

会
へ
の
包
容
等
。
平
成
18
年
に
国
連
総
会

そ
こ
で
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
昭

和
51
（
１
９
７
６
）
年
に
改
正
さ
れ
、
す

べ
て
の
企
業
に
法
定
雇
用
率
を
適
用
。
法

定
雇
用
率
の
未
達
成
企
業
か
ら
納
付
金
を

徴
収
し
、
達
成
企
業
な
ど
に
調
整
金
・
報

奨
金
や
各
種
助
成
金
を
支
給
す
る
、
障
害

者
雇
用
納
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
、
身
体
障

害
者
雇
用
促
進
法
の
名
称
を
「
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
改
正
。

法
律
の
対
象
と
な
る
範
囲
を
、
身
体
障
害

者
か
ら
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
を

含
む
す
べ
て
の
障
害
者
に
拡
大
し
、
あ
わ

せ
て
※
特
例
子
会
社
制
度
が
法
定
化
、
翌

年
に
は
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
平
成
28
年
に
は
、
事
業
主
に
、

障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
・
合
理
的

配
慮
を
義
務
化
、
平
成
30
年
に
は
、
精
神

障
害
者
に
つ
い
て
の
雇
用
が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
法
定
雇
用
率
は
2
．2

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
33
年
4
月
ま

で
に
、
さ
ら
に
0
．
1
％
引
き
上
げ
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
権
利
条
約

障
害
者
権
利
条
約
（
障
害
者
の
権
利
に

関
す
る
条
約
）
は
、「
全
て
の
障
害
者
に

よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の

で
採
択
さ
れ
、
平
成
20
年
に
発

効
し
ま
し
た
。

日
本
は
、
平
成
19
年
に
条
約

に
署
名
し
、
そ
の
後
、
条
約
批

准
に
向
け
て
様
々
な
国
内
法
整

備
が
行
わ
れ
、
平
成
26
年
に
条

約
を
締
結
し
ま
し
た
。

法
が
整
備
さ
れ
る
中
、
平
成

25
年
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
「
雇
用
率
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

き
た
施
策
に
加
え
、「
雇
用
の
分
野
に
お

け
る
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
及
び

障
害
者
が
職
場
で
働
く
に
あ
た
っ
て
の
支

障
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
（
合
理
的
配

慮
の
提
供
義
務
）」
を
定
め
る
こ
と
を
趣

旨
と
し
た
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
の
提
供

義
務
は
、
事
業
所
の
規
模
・
業
種
に
関
わ

ら
ず
、す
べ
て
の
事
業
主
が
対
象
で
あ
り
、

ま
た
対
象
と
な
る
障
害
者
も
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
方
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
よ
り
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
に

よ
る
「
量
」
の
達
成
だ
け
で
は
な
く
、
差

別
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
よ

る
「
質
」
の
向
上
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の

雇
用
の
機
会
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
と

あ
る
山
田
怜
也
さ
ん
（
20
歳
）
を
平
成
29

年
か
ら
雇
用
し
て
い
ま
す
。「
養
護
学
校

か
ら
実
習
に
来
た
当
初
は
と
て
も
緊
張
し

て
い
ま
し
た
が
、
何
度
も
来
る
う
ち
に
、

う
ち
の
仕
事
が
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ

て
。
作
業
も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き
て
、
こ

れ
な
ら
パ
ー
ト
社
員
と
し
て
雇
っ
て
み
よ

う
と
な
り
ま
し
た
」（
柏
原
会
長
）

山
田
さ
ん
は
、
月
曜
〜
土
曜
の
9
時
〜

17
時
ま
で
（
土
曜
の
み
16
時
半
ま
で
）
勤

務
し
、担
当
し
て
い
る
の
は
、飲
料
の
自
動

販
売
機
の
ご
み
箱
か
ら
回
収
さ
れ
た
缶
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
仕
分
け
や
、使
用
済
み
の

コ
ー
ド
リ
ー
ル
か
ら
シ
ー
ル
を
剥
が
す
作

業
。「
仕
事
が
終
わ
っ
た
時
、
ヤ
ッ
タ
ー
！

と
い
ち
ば
ん
嬉
し
い
」
と
笑
顔
で
話
し
ま

す
。
回
収
し
た
ご
み
に
は
、
缶
や
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ほ
か
に
紙
ご
み
や
吸
い
殻
が
混

じ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
山
田
さ
ん
は

家
族
に
「
そ
ん
な
マ
ナ
ー
違
反
を
し
な
い

よ
う
に
！
」と
厳
し
く
言
っ
て
い
る
そ
う
。

平
成
18
年
か
ら
障
害
者
を
雇
用

株
式
会
社
山
口
商
店（
長
崎
市
）

株
式
会
社
山
口
商
店
は
、昭
和

26（
1
9
5
1
）年
創
業
、
平
成
5

年
か
ら
長
崎
市
の
神
ノ
島
工
業
団
地
で
銅

線
の
ナ
ゲ
ッ
ト
加
工
を
営
む
会
社
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
中
の
再
生
資
源
部
門

で
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
ま
す
。

「
先
代
社
長
で
あ
る
母
が
『
私
た
ち
は

た
ま
た
ま
健
常
者
な
だ
け
。
障
害
者
は
特

別
な
存
在
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
お
互
い

様
で
支
え
合
お
う
』
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
を
引
き
継
い
で

い
ま
す
」
と
同
社
の
柏
原
陽
子
会
長
。

初
め
て
雇
用
し
た
の
は
、
脳
梗
塞
の
後

遺
症
で
右
半
身
に
麻
痺
が
あ
る
方
で
、
作

業
の
ス
ピ
ー
ド
は
劣
る
も
の
の
、
仕
事
へ

の
姿
勢
が
と
て
も
ま
じ
め
な
こ
と
か
ら
、

12
年
勤
め
あ
げ
て
昨
年
70
歳
で
退
職
を
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
前
か
ら
働
く
職
員
か
ら

〝
作
業
効
率
が
下
が
る
〞
と
い
う
声
が
出

た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
方
が

作
業
し
や
す
い
よ
う
に
手
順
を
整
理
す
る

こ
と
で
、
他
の
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が

っ
た
面
も
あ

っ
た
と
い
い

ま
す
。

現
在
は
、

知
的
障
害
の

具
体
的
に
伝
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い

と
い
う
障
害
の
特
性
で
山
田
さ
ん
に
は〝
ど

こ
に
い
る
人
ま
で
挨
拶
を
し
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
〞
こ
と
か
ら
、
職
員
か
ら

苦
情
が
出
た
こ
と
も
。「
彼
に
は
『
自
分
の

持
ち
場
に
行
く
ま
で
に
会
っ
た
人
に
は
挨

拶
し
よ
う
』
と
伝
え
、他
の
職
員
に
は
『
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
時
間
を
ち
ょ
う
だ

い
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
教
え
て
い
く
か

ら
』
と
伝
え
て
い
ま
す
」
と
柏
原
会
長
。

雇
用
か
ら
2
年
経
過
し
、
山
田
さ
ん
の

気
持
ち
の
ゆ
る
み
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
大
人
と
子
ど
も
の
は
ざ
ま

か
も
。
彼
の
母
親
も
檄
を
飛
ば
し
て
く
れ

る
の
で
、
家
庭
と
一
体
に
な
っ
て
彼
を
育

て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
柏
原
会
長
）

再
生
資
源
部
門
は
、
も
と
も
と
、
定
年

退
職
し
た
同
社
職
員
を
パ
ー
ト
社
員
と
し

て
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
た
と

の
こ
と
で
、
現
在
の
最
高
齢
は
な
ん
と
80

歳
。
山
田
さ
ん
以
外
は
週
4
日
勤
務
で
、

働
い
て
賃
金
を
得
な
が
ら
も
他
の
3
日
で

仕
事
以
外
の
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら

「
第
2
の
仕
事
を
得
る
こ
と
で
、
花
が
ピ

ン
と
立
つ
よ
う
な
気
持
ち
」と
話
す
方
も
。

「
若
い
の
は
山
田
さ
ん
だ
け
な
の
で
寂

し
さ
を
感
じ
て
い
る
み
た
い
で
す
。も
っ
と

職
場
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
、
山
田
さ

ん
の
後
輩
を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
」

と
柏
原
会
長
は
こ
れ
か
ら
を
語
り
ま
し
た
。

者
数
の
み
平
成
28
年
3
月
31
日
現
在
）。

長
崎
労
働
局
の
報
告
に
よ
る
と
、
平
成

29
年
6
月
1
日
現
在
、
県
内
の
法
定
雇
用

率
2
．0
％
の
民
間
企
業
は
9
4
4
社
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害

者
は
2
9
6
2
．5
人
で
、
そ
の
実
雇
用

率
は
2
．26
％
と
昭
和
52
（
１
９
７
７
）

年
の
集
計
開
始
以
来
過
去
最
高
。
全
国
9

位
で
前
年
よ
り
順
位
が
一
つ
上
が
り
ま
し

た
。
法
定
雇
用
率
の
達
成
企
業
割
合
は
、

法
令
雇
用
率
が
2
．0
％
と
な
っ
た
平
成

25
年
以
降
（
30
年
4
月
か
ら
は
2
．2
％
）

で
最
高
と
な
る
60
．1
％
で
し
た
が
、
約

4
割
は
未
達
成
、
そ
の
う
ち
68
．2
％
が

一
人
も
雇
用
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、

企
業
間
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

産
業
別
の
実
雇
用
率
は
、
医
療
・
福
祉

が
最
も
高
い
2
．59
％
で
、
1
0
5
8
人

の
障
害
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に

は
製
造
業
（
2
．52
％
）、
運
輸
業
・
郵
便

業
（
2
．49
％
）、サ
ー
ビ
ス
業
（
2
．34
％
）

が
民
間
企
業
全
体
の
実
雇
用
率
2
．26
％

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
支
援

障
害
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
へ
の
支
援

を
行
う
中
心
的
な
機
関
と
し
て
、
下
表
の

3
つ
の
機
関
が
あ
り
ま
す
。

な
り
ま
し
た
。

平
成
27
年
に
は
、
改
正
障
害
者
雇
用
促

進
法
に
基
づ
く「
障
害
者
差
別
禁
止
指
針
」

と「
合
理
的
配
慮
指
針
」を
策
定
、そ
の
後
、

Q
&
A
や
事
例
集
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
主
が
自
ら
と
る
べ
き
行
動
等
が

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

■
長
崎
県
内
の
状
況

平
成
29
年
3
月
31
日
現
在
の
県
内
の
障

害
者
総
数
は
、
約
10
万
人
、
そ
の
う
ち
18

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
身
体
障
害
者
・
知
的

障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
の
総
数
を
合
計

す
る
と
約
3
．9
万
人
で
す
（
精
神
障
害

ま
た
、
年
々
増
加
し
て
い
る
精
神
障
害

者
や
発
達
障
害
者
の
雇
用
に
関
し
て
、
こ

れ
ら
の
方
々
が
安
定
し
て
働
き
続
け
る
た

め
に
は
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
そ
の
人

の
障
害
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
と
も
に

働
く
中
で
配
慮
を
行
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、労
働
局
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
一
般
の
従
業
員
を

対
象
に
、
精
神
障
害
、
発
達
障
害
に
関
し

て
正
し
く
理
解
し
職
場
に
お
け
る
応
援
者

「
精
神・発
達
障
害
者
し
ご
と
サ
ポ
ー
タ
ー
」

に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
長
崎
県
社
協
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
、
佐
世
保
市
社
協
福
祉
人
材
バ
ン
ク

で
は
、
求
職
者
の
障
害
の
あ
る
な
し
に
関

わ
ら
ず
、
福
祉
・
介
護
の
職
場
へ
の
就
職

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

希
望
者
や
、
自
分
だ
け
で
応
募
の
準
備

等
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
に
は
、
キ
ャ

リ
ア
支
援
専
門
員
が
電
話
や
メ
ー
ル
、
窓

口
で
個
別
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、福
祉
施
設
・

事
業
所
の
見
学
の
日
程
調
整
や
、履
歴
書
・

職
務
経
歴
書
添
削
、
面
接
対
策
と
し
て
の

模
擬
面
接
の
実
施
等
、
き
め
細
か
な
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
の
就
労
支
援
の
充
実
の
た
め
に

は
、
人
材
セ
ン
タ
ー
・
バ
ン
ク
と
関
係
機

関
と
の
連
携
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
さ

ら
に
密
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現場レポート

特　集
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生涯現役！
８5歳のアメニティスタッフ（右）

サポーター（右）による絵手紙の指導
ほかにも、楽器の演奏やヨガ、折り紙など、特技を
生かして約10名の方が活躍されています。サポー
ターに登録するといろんな特典も。

子どもから高齢者まで楽しく食事しました。
２か月に１度の開催を考えています。

務
を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
介
護
ス

タ
ッ
フ
が
時
間
に
追
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
々
あ
り
、
利
用
者
様
に
寄
り
添
っ
た

介
護
を
し
た
く
て
も
、な
か
な
か
で
き
な

い
と
い
う
現
状
で
し
た
。
そ
こ
で
、
専
門

性
が
な
く
て
も
で
き
る
生
活
支
援
業
務
を

Ａ
Ｓ
が
担
う
こ
と
で
、
介
護
ス
タ
ッ
フ
は

よ
り
ケ
ア
に
専
念
で
き
る
時
間
の
確
保
が

で
き
て
い
ま
す
。

　
現
在
、約
30
名
の
Ａ
Ｓ
が
「
掃
除
」「
洗

濯
」「
配
膳
」「
運
転
業
務
」「
話
し
相
手
」

と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
人
材
が
適
材

適
所
で
活
躍
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と

で
、
利
用
者
様
を
中
心
と
し
た
質
の
高
い

ケ
ア
を
提
供
し
、
心
豊
か
な
暮
ら
し
の
実

現
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
仕
事
で
は
な
く
、「
何
か
地
域

の
役
に
立
ち
た
い
」「
自
分
の
特
技
を
活

か
し
た
い
」
と
い
う
地
域
住
民
か
ら
の
声

を
受
け
、
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
「
の
ぞ
み
サ

　
社
会
福
祉
法
人
の
ぞ

み
会
は
、「
高
齢
者
が
自

立
し
、
安
心
し
て
地
域

社
会
の
中
で
心
豊
か
に

生
活
で
き
る
よ
う
支
援

し
、
そ
し
て
こ
の
事
を

通
じ
地
域
社
会
に
貢
献

す
る
」と
い
う
理
念
の
基

に
様
々
な
地
域
貢
献
活

動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

【
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
地
域
開
放
】

　
い
つ
ま
で
も
元
気
に
生
活
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
く
た
め
に
、
運
動
の
場
、
集
い
の

場
と
し
て
毎
月
第
１
・
３
土
曜
日
に
「
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
元
気
の
湧
（
い
ず

み
）」
を
開
放
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
施

設
内
に
は
地
域
と
施
設
を
結
ぶ
拠
点
と
し

て
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
各
専
門

の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
講
師
を
行
う

「
わ
く
わ
く
快
護
（
介
護
）
セ
ミ
ナ
ー
」

や
「
家
族
介
護
者
交
流
会
」
な
ど
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

【
元
気
な
シ
ニ
ア
の
力
を
活
か
す
】

　
定
年
退
職
を
さ
れ
て
も
、
趣
味
や
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
に
意
欲
的
な
元
気
な
シ
ニ
ア

層
の
方
を
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
ス
タ
ッ
フ
（
以

下
Ａ
Ｓ
）
と
し
て
雇
用
し
て
い
ま
す
。

　
介
護
現
場
で
は
、
多
く
の
生
活
支
援
業

ポ
ー
タ
ー
」を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。サ
ポ
ー

タ
ー
制
度
を
通
じ
て
、
ま
ず
は
施
設
に
関

わ
っ
て
も
ら
い
、
地
域
の
人
た
ち
に
意
識

的
に
、
そ
し
て
自
由
闊
達
に
生
き
生
き
と

関
わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。

【
み
ん
な
食
堂
の
開
催
】

　
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の
増
加
や
核
家
族

化
に
よ
る
孤
食
問
題
な
ど
社
会
問
題
が
増

え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、の
ぞ
み
会
で
は
、

食
を
通
じ
て「
み
ん
な
で
食
べ
る
楽
し
さ
」

と
「
地
域
を
元
気
に
す
る
こ
と
」
を
目
的

に
共
生
型
の
食
堂
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
地
域
の
元
気
な
高
齢
者
や
若
い
親
子
連

れ
の
方
に
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
、
食
材

の
大
半
は
余
剰
食
品
を
必
要
な
方
に
届
け

る
活
動
を
行
っ
て
い
る
長
崎
フ
ー
ド
バ
ン

ク
シ
ス
テ
ム
ズ
に
協
力
し
て
い
た
だ
く
な

ど
、
地
域
と
一
緒
に
創
り
ま
し
た
。

　
食
堂
に
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

た
く
さ
ん
の
方
が
来
ら
れ
食
事
を
一
緒
に

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
と
の

交
流
を
通
じ
て
、
若
年
層
に
も
施
設
を
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

【
取
り
組
み
の
発
信
】

　
当
法
人
で
は
、
自
ら
の
事
業
や
公
益
的

な
活
動
、
地
域
で
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ

い
て
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
積
極
的
に
発
信

し
、
社
会
や
地
域
の
方
々
か
ら
理
解
と
信

頼
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
安
心
し
て
地
域
社
会
の
中
で
心

豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
、
地
域
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
な
が
ら
活
動
を
展
開
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

第 6回
社会福祉法人 のぞみ会
寄稿：同法人 のぞみの杜
　　　コミュニティソーシャルワーカー

牧野拓也さん
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参加費

無料

各法人のPR発表会は「どのブースに行くかの
参考になった」という声も。

気になることもブースの職員に直接質問できます

長崎県社協　福祉人材研修センター　095-846-8656問

が
、
熱
の
こ
も
っ
た
発
表
か
ら
溢
れ
る
各

法
人
の
魅
力
に
参
加
者
も
大
き
な
関
心
を

寄
せ
て
い
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、

　
「
介
護
の
仕
事
は
初
め
て
な
の
で
、ど
ん

な
施
設
で
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
か
と
て

も
参
考
に
な
っ
た
」「
多
く
の
施
設
か
ら
一

度
に
話
を
聞
け
る
の
が
良
か
っ
た
」「
事
業

所
の
イ
メ
ー
ジ
が
良
く
な
っ
た
。
見
学
会

に
行
っ
て
早
め
の
就
職
を
希
望
し
た
い
」

と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
長
崎
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成

31
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）
も
3
回
の
面

談
会
を
予
定
し
て
お
り
、そ
れ
ら
を
通
じ
、

就
職
機
会
の
拡
大
と
社
会
福
祉
施
設
等
の

人
材
確
保
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

福
祉・介
護
の
就
職
合
同
面
談
会《
冬
》

を
開
催
　
　
　
　
　
　
　
　
2
月
16
日

　
長
崎
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
今
年

度
3
回
の
面
談
会
を
開
催
、
2
月
に
開
催

し
た
面
談
会
に
は
、
福
祉
や
介
護
職
場
に

就
職
希
望
の
方
や
関
心
の
あ
る
方
々
が
52

名
参
加
し
ま
し
た
。

　
こ
の
面
談
会
は
、「
施
設
職
員
か
ら
直

に
情
報
を
入
手
で
き
る
」「
求
職
者
と
直

接
話
が
で
き
る
」
と
い
う
機
会
を
提
供
す

る
も
の
で
、
今
回
は
、
10
市
町
か
ら
48
の

法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ー
ス
で
参
加
者
を

迎
え
ま
し
た
。

　
面
談
会
の
前
に
は
、
参
加
法
人
の
職
員

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
取
り
組
み
等
を
参

加
者
に
伝
え
る
「
P
R
発
表
会
」
も
実
施
。

各
法
人
2
分
間
と
い
う
短
い
時
間
で
し
た

■会場 長崎県総合福祉センター（長崎市茂里町 3-24）　※会場には駐車できません
■内容 長崎県知事からの祝辞
 先輩職員からの激励の言葉
 新入職員代表者による誓いの言葉
 記念講演
■対象 長崎県内の福祉・介護事業所に入職して 1年未満の
 職員（転職者も含む）
■申込 開催要項（長崎県社協ホームページにも掲載）添付の
 申込書で FAXにてお申し込みください。

長崎県内の福祉・介護の事業所に入職した職員同士の
仲間づくりのきっかけ・職員の定着を目的として、
長崎県福祉・介護事業所 合同入職式を開催します。

「同期職員」は、仕事をしていく上でのよき仲間・相談相手として大切な存在です。
人材の確保が課題となる業界にあって、励まし合える関係づくり・職員の定着へつな
げることをめざしています。

参加者

平成31年度（2019年度）
長崎県福祉・介護事業所

合同入職式 平成 31年 4月 26日（金）
13:30～16:30

大切な職員の仲間づく
りに
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開 催 日

5/31（金）

6/11（火）

6/12（水）

6/18（火）

7/ 4（木）

7/ 5（金）

7/18（木）

8/ 2（金）

8/29（木）

8/30（金）

9/27（金）

12/ 5（木）

調整中

講　　師

南　　春子氏

大瀧　厚子氏

大瀧　厚子氏

米田　光恵氏

大渕　哲也氏

大渕　哲也氏

松浦亜紀子氏

田中美吉子氏

綿　　祐二氏

綿　　祐二氏

大関　美里氏

松浦亜紀子氏

研　　　修　　　会　　　名

食中毒（感染症）予防研修会

施設看護師研修会

施設での「看取り」研修会

高齢者特有の症状・疾患を学ぶ研修会

拘縮・褥瘡予防研修会
シーティング・ポジショニング　ステップアップ研修会
　※拘縮・褥瘡予防研修会等の受講経験がある方を対象
座位でも！誰でも！できるレクリエーションプログラム研修会①
（要介護度の低いの方のためのプログラム）
接遇から学ぶクレーム対応研修会

虐待防止研修会

福祉職場のストレスのない環境づくり研修会

【加算対応シリーズ】介護現場の排泄ケア実践ポイント研修会
座位でも！誰でも！できるレクリエーションプログラム研修会②
（要介護度の高い方のためのプログラム）
第４弾 これで安心！高齢者の急変時対応研修会

ハラスメント研修会

介護記録研修会

生活相談員のための相談記録研修会

夜勤のリスクマネジメント研修会

災害対応研修会

感染症予防研修会（冬季に向けて）

福祉職場の労務管理研修会

福祉施設・事業所職員の人材育成に！
平成31年度 社会福祉事業従事者向け研修会のご案内

長崎県社協の社会福祉事業従事者向け研修会は、
【生涯研修課程】【専門研修（業種別、職種別、課題別）】【受験対策講座】を 3つの柱として、
多様な研修会を企画実施しています。

専門研修 業種別、職種別、課題別に多彩なプログラムの研修を提供しています。
下記以外の研修も、決まり次第、長崎県社協ホームページで随時更新！

研修メルマガ登録者募集中！
研修に関する様々な情報を、早く、直（じか）に、あなたのお手元にお届します。

こちらから登録

（2019年度）

福祉人材研修センター発
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長崎県社協　福祉人材研修センター（研修担当）
095-846-8657　📠095-846-8798
福祉の研修情報を随時更新中！　　長崎県社協 福祉の研修　　検索

問

長崎県事務局（県社協）095-846-8657　ソウェルクラブHP：https://www.sowel.or.jp問

＠長崎県総合福祉センター
＠長崎県総合福祉センター
＠アルカス SASEBO
＠アルカス SASEBO
＠長崎県総合福祉センター
＠アルカス SASEBO
＠長崎県総合福祉センター
＠長崎県総合福祉センター

初任者研修会

中堅職員研修会

チームリーダー研修会

管理者研修会

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅰ期
Ⅱ期

5/16（木）・17（金）
6/13（木）・14（金）
6/20（木）・21（金）
5/28（火）・29（水）
6/ 4（火）・ 5（水）
5/ 9（木）・10（金）
6/27（木）・28（金）
6/ 7（金）

ケアマネ受講対策講座

11 月～ 12月には、「介護福祉士受験対策講座」「社会福祉士受験対策講座」を実施！

①介護支援分野徹底編 7/ 6( 土 )・7( 日 )
②保健医療福祉サービス分野編 8/ 3( 土 )
③模試＆直前総まとめ編 9/21( 土 )

優秀な福祉・介護人材の確保・定着、心身のリフレッシュ、ストレスの解消など
魅力ある職場づくりに「ソウェルクラブ」をご活用ください

その他、基本サービスも充実しています！詳しくはお問い合わせください

長崎県内会員交流事業　平成30年度事業の一例
●夏休み企画・東京2泊3日東京ディズニーランド＆シー　（通常価格74,000円→会員価格38,000円）
●地元のチームを応援しよう！V・ファーレンVSセレッソ大阪　（通常価格5,300円→会員価格1,800円）
●ハウステンボス　スパ＆ランチ　（通常価格15,000円→会員価格5,000円）
●雲仙温泉の名旅館 東園での懐石料理と温泉三昧　（通常価格12,000円→会員価格3,000円）　など

生涯研修課程 各段階で期待される役割や課題解決の方法を、その立場に適した課題に即して
組み立てた研修です。

資格取得研修 めざせ合格！　ご都合や勉強のペースに合わせて、各講座単独の受講もできます。
　※全研修共通　講師 : 伊東利洋氏　開催会場 : 長崎県総合福祉センター

福祉人材研修センター発
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提出前には、確認をお願いします

退職給付手続きはお済みですか？

他にも貸付をしております。詳しくはホームページをご覧ください。 
長崎県社協　 生活福祉課　 095-894-4027

保育士修学資金貸付 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

平成31年度貸付事業のご案内

問

問

　「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」に加入している被共済職員が退職された場合、退職金を請
求するときは「被共済職員退職届」「退職手当金請求書」及び退職者の「本人確認書類」の提出が必要です。
　また、合算制度を利用するときは「被共済職員退職届」「合算制度利用申出書」の提出が必要です
（いずれも１年未満の退職者は対象となりませんので、翌４月１日に作成する「掛金納付対象職員届」に
よる報告のみで結構です）。例年、４月から５月にかけて手続きが集中するため、退職手当金の支給まで
に時間がかかります。不備や記入漏れがあると、さらに支給が遅れてしまいますのでご注意ください。
　なお、未提出のまま退職した日の翌日から５年経過すると、退職手当金の請求権は消滅します。

□　退職者本人および法人の印鑑の押印忘れはありませんか？
□　振込先金融機関の通帳の表紙と見開きページの写を添付しましたか？
□　「退職手当金請求書」内の「退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書」
　　の“あなたの”欄に記入・押印し、“Ａ”欄に記入しましたか？
□　「個人番号」（マイナンバー）は正しく記入していますか？
□　本人確認書類（個人番号確認書類・身元確認書類）の写は添付されていますか？
　　（結婚等で氏名が変更になっている場合、新姓の本人確認書類を添付してください）

独立行政法人　福祉医療機構
ナビダイヤル 0570－050－294

書類送付先：〒852－8555　長崎市茂里町3番24号
　　　　　　長崎県社協　総務課　095－846－8600

記入方法については、福祉医療機構 のホームページ内のコンテンツ“退職手当共済事業”
をご参照ください。

平成31年度に保育士養成施設に在学し、将来長崎県内の保
育所等で保育士業務に従事しようとする方に対し、修学資金
を貸付けます。
対　　象
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
①学費支弁が困難な経済状況にあり、学業成績優秀で学習意
欲がある者
②長崎県内に住民登録をしており、県内の養成施設に修学し
ている者、または養成施設在学前まで長崎県内に住民登録
していて、県外の養成施設で修学している者
③養成施設を卒業後に保育士登録を行い、長崎県内の区域及
び施設等において、保育の業務に従事しようとする者　他
貸付条件
〇貸付額：修学費 月額 50,000円以内 （最大計120万円）
　　　　　入学準備金 200,000円以内 （入学時）
　　　　　就職準備金 200,000円以内 （卒業時）
〇その他：無利子・連帯保証人１名
返還免除
〇保育士養成施設を卒業後１年以内に保育士の登録を行い、
長崎県内において保育士として保育業務等に5年間従事
申し込み
〇入学する指定保育士養成施設を通してお申込みください。

「高等職業訓練促進給付金」を活用して養成機関に在学し就
職に有利な資格の取得を目指す、ひとり親家庭の親に対して
貸付けます。
対　　象
〇長崎県内に住民登録しているひとり親家庭の親で「高等職
業訓練促進給付金」を受給している者
貸付条件
〇貸付額：入学準備金 500,000円以内 （入学時）
　　　　　就職準備金 200,000円以内 （資格取得時）
〇その他：無利子・連帯保証人原則１名
　　　　　連帯保証人を立てない場合は返還時に年利１％
返還免除
〇資格取得後１年以内に就職し、取得した資格を必要とする
業務に５年間従事
申し込み
〇「高等職業訓練促進給付金」支給申請を行った福祉事務所
等にご相談の上お申し込みください。

県社協Topics & Information
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ひとりごと県社協職員の

問

もうすぐ平成が終わる。入局当時、事務局のワー
プロはまだ現役だった。急速に発達したネット社
会、仕事環境も随分変わった。次々に変わる福
祉の制度政策、担当業務が福祉の何につながる
のか、どんな価値があるのか時に見えづらくなる。
そんな時はふだんのくらしの
しあわせを思い浮かべてきた。
「石の上にも三年」の心でスタ
ートしたがめでたく（?）今年勤
続20年を迎える。（黒田知子）

ご支援
ありがとうございます

長崎県社協は、高齢者・障害者・子どもたち等
のすべての人が安心して暮らすことができる
福祉のまちづくりの実現に向けて、県民なら
びにあらゆる関係者の「参加」と「協働」のも
と、地域福祉を総合的に推進しています。
長崎県社協への寄付は、個人の場合、寄付金
控除が受けられ、会社の場合、損益算入額と
同額の損金算入をすることができます。

【寄付に関するお問い合わせ】長崎県社協　総務課　０９５-８４６-８６００

長崎ヤクルト株式会社　様
（H30.12.5ほか）

　地域福祉への貢献を目的に、平成8年から
毎年実施されている「チャリティヤクルト募
金運動」。県内のヤクルトレディ279名が売
り上げの一部を寄付するセットを販売された
結果、募金総額は165万7,160円にのぼりま
した。高齢者施設（プレジールの丘、サンハ
イツ、青葉苑、あおぞら）及び本会へご寄付
をいただきました。

「賛助会員」として、県社協の事業・運営に
ご理解とご参画をいただきたく、ご支援を
お願いいたします。

賛助会費（年額：一口）と特典
●個人　3,000円
本誌「ながさきのふくし」を直接お送りし、
県内福祉情報をお届けします。
●法人（企業等）・団体　50,000円
本誌やホームページ等を通じて、広報活動
を行うことができます。

　　　　　　　　　　長崎県社協　総務課
　　　　　　　　　　０９５-８４６-８６００

一般財団法人 川崎清老人福祉基金　様
（H30.12.21）

　壱岐市社会福祉協議会、小値賀町社会福祉
協議会に各1台の在宅福祉活動用車両贈呈が
ありました。同基金は、昭和57年の長崎大水
害の折に全国各地から届いた見舞金を基に創
設され、県内の在宅福祉事業推進のために、
これまで約700万円の助成金と52台の車両を
贈呈されています。
　寄贈された車両は、県内各地で広く、ホー
ムヘルプサービスや日常生活自立支援事業、
地域福祉活動に利用されています。

県社協Topics & Information
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お問い合わせは「ふれあいショップ」へ
095－846－8022

正解者の中から抽選で２名様に、(福)東望会の「バッグ」
または「ポーチ」をプレゼント（柄は選べません）。
当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただ
きます。

 ご記入の個人情報は適切に管理し、目的以外に使用しません。
本誌に対するご意見・ご感想・ご要望の一部は、「読者の
お便り」に掲載させていただく場合もあります。



長崎県内の福祉施設で作
られた素敵な作品を紹介
します

スポーツ店で情報収集「認知症の方
が道で迷ってる！さあどうする？」

発行日■平成31年3月１日
発行・編集■社会福祉法人　長崎県社会福祉協議会　〒852－8555 長崎市茂里町３番24号　TEL 095－846－8600　FAX 095－844－5948
ホームページアドレス■http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/　E-mail■kikaku@nagasaki-pref-shakyo.jp　印刷■㈲出島印刷所
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こ
と
が
で
き

ま
す
。「
子
ど
も
た
ち
の
吸
収
の
早
さ
に
驚

き
ま
し
た
。『
も
し
冬
だ
っ
た
ら
凍
え
ち
ゃ

う
よ
ね
』『
も
し
か
し
た
ら
お
墓
に
行
っ
て

る
か
も
？
』と
自
分
た
ち
で
い
ろ
ん
な
こ
と

に
気
づ
き
、
考
え
、
発
言
し
て
い
ま
し
た
」

（
村
岡
副
会
長
）。
低
学
年
は
5
か
所
、中
・

高
学
年
は
7
か
所
を
回
っ
て
、
施
設
職
員

が
扮
す
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
発
見
！
子
ど

も
た
ち
か
ら
は「
も
う
終
わ
り
？
」と
い
う

声
も
上
が
っ
て
い
た
そ
う
。

「
協
力
し
て
く
れ
た
店
舗
か
ら
は
、認
知

症
へ
の
取
り
組
み
を
知
っ
た
こ
と
や
、
普

段
来
る
こ
と
の
な
い
方
が
来
て
く
れ
た
こ

と
を
喜
ん
で
も
ら
え
、w

in-w
in

の
関
係

が
で
き
た
と
思
い
ま
す
」（
村
岡
副
会
長
）

「
他
地
区
で
も
開
催
し
啓
発
を
続
け
る

た
め
に
も
、
G
H
連
絡
協
の
協
力
は
欠
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
河
野
局
長
。
社

協
と
認
知
症
ケ
ア
の
プ
ロ
・
G
H
連
絡
協

と
の
さ
ら
な
る
連
携
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

昨
年
10
月
、
波
佐
見
町
社
協
が

開
催
し
た「
介
護
福
祉
フ
ェ
ス
タ
」

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ひ
と
つ
、「
目
指

せ
！
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー　
認
知

症
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
探
せ
！
」

は
、
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
認
知

症
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
地
元
小
学

生
が
ヒ
ン
ト
を
集
め
て
見
つ
け
る
、
ゲ
ー

ム
感
覚
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

「
本
会
と
の
つ
な
が
り
が
薄
い
子
ど
も

た
ち
や
そ
の
親
で
あ
る
若
い
層
に
、
楽
し

み
な
が
ら
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
を
狙
い

ま
し
た
」
と
同
社
協
河
野
事
務
局
長
。
そ

の
た
め
に
、
行
政
や
教
育
委
員
会
の
後
援

を
得
て
、
校
長
会
で
イ
ベ
ン
ト
の
趣
旨
説

明
を
行
い
、
町
内
す
べ
て
の
小
学
生
に
イ

ベ
ン
ト
を
周
知
し
ま
し
た
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、川
棚
・
波
佐
見
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
連
絡
協
議
会（
以
下
、G
H

連
絡
協
）
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
。
実
行

委
員
長
の
G
H
連
絡
協
村
岡
副
会
長
（
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
だ
ま
り
施
設
長
）
は
、

「
ゲ
ー
ム
性

を
持
た
せ

『
謎
解
き
バ

ラ
エ
テ
ィ
』

と
し
て
企
画

し
ま
し
た
。

子
ど
も
に
慣

れ
る
た
め
に

介護の日フォトコンテストの受賞作品は、シャッターチャ
ンスを活かしてとても上手く撮れていますね。日頃良く
観察し、関わりを深くもたれている結果だと思います。

はがきまたはメール、FAXで、①クイズの答え、②
希望のプレゼント名、③住所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号、業種、④本誌に対するご意見・ご感
想・ご要望をご記入の上、下記までご応募ください。
締切：平成31年3月29日(金)
〒852-8555　長崎市茂里町3-24
（メール・FAXの場合の送信先は、このページ
下段をご覧ください）
長崎県社会福祉協議会
「ながさきのふくしクイズ係」

いちおしのポーチは、サ
イズ・デザイン・柄の
違いや、内側にナイロン
を使ったものなど、バリ
エーション豊富。
お子さんの通園・通学
用にぴったりなものから
シックな色合いのものま
で揃っています。
表紙にあるタグの文字とかわいいミシンの絵は消しゴム
はんこ。文字と絵をバランスよく押して、穴をあけるの
も作業のひとつです。
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